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）

本
法
律
案
は
、
証
券
市
場
の
構
造
改
革
に
資
す
る
た
め
、
個
人
が
上
場
株
式
等
を
譲
渡
す
る
際
の
課
税
に
つ
い
て
、
申
告
分

離
課
税
へ
の
一
本
化
、
税
率
の
引
下
げ
、
譲
渡
損
失
の
繰
越
控
除
制
度
の
導
入
等
を
図
る
と
と
も
に
、
緊
急
か
つ
異
例
の
措
置

と
し
て
、
新
規
購
入
額
一
千
万
円
ま
で
の
要
件
を
満
た
す
な
ど
、
一
定
の
上
場
株
式
等
に
係
る
譲
渡
益
に
つ
い
て
、
非
課
税
と

す
る
措
置
を
講
ず
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
上
場
株
式
等
に
係
る
申
告
分
離
課
税
の
見
直
し
等

上
場
株
式
等
に
係
る
譲
渡
所
得
等
の
源
泉
分
離
選
択
課
税
を
平
成
十
四
年
十
二
月
三
十
一
日
を
も
っ
て
廃
止
し
、
申
告
分

離
課
税
に
一
本
化
す
る
と
と
も
に
、
上
場
株
式
等
に
係
る
申
告
分
離
課
税
に
つ
い
て
、
以
下
の
見
直
し
を
行
う
。

１

上
場
株
式
等
に
係
る
申
告
分
離
課
税
の
税
率
の
引
下
げ

平
成
十
五
年
一
月
一
日
以
後
に
上
場
株
式
等
を
譲
渡
し
た
場
合
の
申
告
分
離
課
税
の
税
率
を
十
五
％
に
引
き
下
げ
る
。

２

長
期
所
有
上
場
株
式
等
に
係
る
暫
定
税
率
の
特
例
の
創
設

１
に
か
か
わ
ら
ず
、
平
成
十
五
年
一
月
一
日
か
ら
平
成
十
七
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
所
有
期
間
が
一
年
を
超
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え
る
上
場
株
式
等
を
譲
渡
し
た
場
合
の
税
率
を
七
％
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
現
行
の
公
開
株
式
等
に
係
る
譲
渡

所
得
等
に
係
る
課
税
の
特
例
は
、
適
用
し
な
い
。

３

上
場
株
式
等
に
係
る
譲
渡
損
失
の
繰
越
控
除
制
度
の
創
設

平
成
十
五
年
一
月
一
日
以
後
に
上
場
株
式
等
を
譲
渡
し
た
こ
と
に
よ
り
生
じ
た
損
失
の
金
額
の
う
ち
、
そ
の
年
に
控
除

し
き
れ
な
い
金
額
に
つ
い
て
は
、
翌
年
以
後
三
年
間
に
わ
た
り
、
各
年
分
の
株
式
等
に
係
る
譲
渡
所
得
等
の
金
額
か
ら
の

繰
越
控
除
を
認
め
る
。

４

長
期
所
有
特
定
上
場
株
式
等
に
係
る
百
万
円
特
別
控
除
の
特
例
の
延
長

所
有
期
間
が
一
年
を
超
え
る
特
定
の
上
場
株
式
等
に
係
る
譲
渡
所
得
の
百
万
円
特
別
控
除
の
特
例
の
適
用
期
限
を
平
成

十
七
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
延
長
す
る
。

５

平
成
十
三
年
九
月
三
十
日
以
前
に
取
得
し
た
上
場
株
式
等
に
係
る
取
得
費
の
特
例
の
創
設

平
成
十
五
年
一
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
二
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
譲
渡
を
し
た
上
場
株
式
等
で
平
成
十
三
年

九
月
三
十
日
以
前
に
取
得
し
た
も
の
の
取
得
費
に
つ
い
て
は
、
平
成
十
三
年
十
月
一
日
に
お
け
る
価
額
の
八
十
％
相
当
額

と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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二
、
特
定
上
場
株
式
等
に
係
る
譲
渡
所
得
等
の
非
課
税
措
置
の
創
設

こ
の
非
課
税
措
置
の
施
行
の
日
か
ら
平
成
十
四
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
購
入
し
た
上
場
株
式
等
を
、
平
成
十
七

年
一
月
一
日
か
ら
平
成
十
九
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
の
三
年
間
に
譲
渡
し
た
場
合
で
、
購
入
額
の
合
計
額
が
一
千
万
円
に

達
す
る
ま
で
の
も
の
に
係
る
譲
渡
益
に
つ
い
て
は
、
所
得
税
を
課
さ
な
い
。

三
、
施
行
期
日

こ
の
法
律
は
、
平
成
十
五
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
源
泉
分
離
選
択
課
税
の
廃
止
及
び
特
定
上
場
株
式
等

に
係
る
譲
渡
所
得
等
の
非
課
税
措
置
に
係
る
改
正
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。


